
 ●市民意見提出手続条例に基づき
　　　　　　　　　　　皆さんの意見を募集します
　下記の素案の詳しい内容は、各公表場所に備え付けの資料か、
市ホームページをご覧ください。

釧路市湿原展望台条例施行規則の一部改正

内　　容

　釧路市湿原展望台（以下、「展望台」という。）では、
開館時間を夏期（５～10月）と冬期（11～４月）に
区分し、夏期の開館時間は午後６時まで、冬期の開館
時間は午後５時までとしているが、夏期を４～９月、冬
期を10～３月に変更することとし、展望台の開館時間
等について定める釧路市湿原展望台条例施行規則の一
部を改正するもの。

募集期間 ～３月16日㈪

素案の
公表場所

市役所・各行政センター１階市政情報コーナー、各
支所、市ホームページ

市役所４階観光振興室

意見の
提出方法

住所、氏名（団体名）、電話番号を記入の上、メー
ル、郵送、信書便、ファクス、持参で提出してくだ
さい。様式は問いません。

提出・
問合先

観光振興室
（〒085-8505黒金町７-５ 31-4549 31-4203 
ka-kankou@city.kushiro.lg.jp）
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釧網本線利用促進講演会
～ＪＲ釧網本線を未来に引き継ぐために～

　ＪＲ釧網本線の維持・活性化に向けて、現在、同線ではＪＲ北海道と共に沿
線自治体等が連携して利用促進に取り組んでいます。くしろ湿原ノロッコ号やＳ
Ｌ冬の湿原号など、魅力あふれる観光列車が運行する同線の未来について、共
に考えてみませんか。

 ３月26日㈭午後６時～７時（開場は午後５時30分）
  釧路プリンスホテル３階北斗の間
 ①「釧網本線の活性化について」
　　　　　　　北海道旅客鉄道株式会社釧路支社長　萩原 国彦 氏
　②「釧網本線を軸とした地域と取組むM

マ
a
ー
a
ス
S（※）の可能性」

　　　　　　　WILLER株式会社代表取締役　村瀨 茂高 氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　※MaaS＝Mobility as a Service
 ＪＲ釧網本線維持活性化沿線協議会事務局（都市経営課内 31-4502）

。
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